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平
成
二
十
二
年
度
北
方
領
土
返
還
要
求
行
進
に
対
す
る
菅
�
人
内
閣
の
関
与
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

北
海
道
根
室
市
、
根
室
管
内
の
別
海
町
、
中
標
津
町
、
標
津
町
、
羅
臼
町
で
構
成
さ
れ
る
北
方
領
土
隣
接
地
域
振
興
対
策
根

室
管
内
市
町
連
絡
協
議
会
（
以
下
、
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
主
催
で
、
北
方
領
土
返
還
要
求
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
北
方
領
土

返
還
要
求
行
進
（
以
下
、
「
行
進
」
と
い
う
。
）
が
、
本
年
も
例
年
通
り
十
二
月
一
日
に
行
わ
れ
た
。
右
と
「
前
回
答
弁
書
」

（
内
閣
衆
質
一
七
六
第
一
七
四
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
、
本
年
度
の
「
行
進
」
に
つ
き
、
政
府
は
「
協
議
会
」
か
ら
何
ら
か
の
形
で
連
絡
を
受
け
、
開
催
さ

れ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
か
、
ま
た
政
府
と
し
て
誰
を
「
行
進
」
に
参
加
さ
せ
る
考
え
で
い
る
の
か
等
と
問
う
た
と
こ

ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
る
。
」
、
「
御
指
摘
の
行
事
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
関

与
を
行
う
べ
く
対
応
を
検
討
中
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
年
度
の
「
行
進
」
に
は
、
そ
の
前
段
の
出
発

式
（
以
下
、
「
出
発
式
」
と
い
う
。
）
に
馬
淵
澄
夫
沖
縄
及
び
北
方
対
策
担
当
大
臣
、
松
本
剛
明
外
務
副
大
臣
、
末
松
義
規

内
閣
府
副
大
臣
が
出
席
し
、
そ
の
後
松
本
副
大
臣
、
末
松
副
大
臣
が
「
行
進
」
に
参
加
し
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
右
の
よ

う
に
、
外
務
副
大
臣
、
内
閣
府
副
大
臣
が
実
際
に
「
行
進
」
に
参
加
す
る
と
い
う
事
例
は
過
去
に
あ
る
か
。

二

外
務
副
大
臣
、
内
閣
府
副
大
臣
が
、
「
出
発
式
」
に
留
ま
ら
ず
、
実
際
に
「
行
進
」
に
揃
っ
て
参
加
し
た
こ
と
は
非
常
に

一



意
義
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
加
え
、
前
原
誠
司
外
務
大
臣
も
馬
淵
大
臣
と
同
様
に
「
出
発
式
」
に
出

席
し
、
挨
拶
を
す
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
「
行
進
」
に
参
加
し
た
人
た
ち
の
士
気
を
上
げ
、
何
よ
り
北
方
領
土
問
題
の
解
決
に

向
け
た
我
が
国
の
並
々
な
ら
ぬ
意
気
込
み
、
意
欲
を
国
内
外
に
強
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
考
え
る

が
、
前
原
大
臣
が
「
出
発
式
」
に
出
席
で
き
な
か
っ
た
理
由
は
何
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

「
出
発
式
」
及
び
「
行
進
」
に
公
務
と
し
て
出
席
、
参
加
し
た
内
閣
府
職
員
は
誰
か
、
そ
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

四

「
出
発
式
」
及
び
「
行
進
」
に
公
務
と
し
て
出
席
、
参
加
し
た
外
務
省
職
員
は
誰
か
、
そ
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

五

「
出
発
式
」
及
び
「
行
進
」
に
、
公
務
と
し
て
で
は
な
く
自
主
的
に
出
席
、
参
加
し
た
内
閣
府
、
外
務
省
職
員
は
い
る

か
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
る
か
。

六

「
行
進
」
を
受
け
、
政
府
、
特
に
内
閣
府
、
外
務
省
と
し
て
、
北
方
領
土
返
還
の
実
現
に
向
け
、
今
後
ど
の
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
く
考
え
で
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


